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訪問介護／介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業 

重要事項説明書 
 

〔令和 ６年 ６月 １日現在〕 

 

１．事業主体 

法 人 名 特定非営利活動法人 こころのさと 

代 表 者 理事長 永峯 喜代江 

所 在 地 
〒９６５－００５５ 

会津若松市石堂町６番３０号 

電 話 番 号 ０２４２－３７－１３３１ 

設立年月日 平成１３年１１月９日 

 

２．事業所の概要 

（１）提供できるサービスの地域 

名 称 
総合福祉 スピリチュアルヴィレッジ 

ヘルパー こころのさと 

指 定 番 号 生福第３３２９号 

事業所番号 ０７７０２０１５９８ 

サービス種別 訪問介護／介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業 

所 在 地 
〒９６５－０８２５ 

会津若松市門田町大字黒岩字石高１９４番地の２ 

電 話 番 号 ０２４２－３８－１５２０ 

ＦＡＸ番号 ０２４２－３８－１５２８ 

通常の事業 

の実施地域 

会津若松市内 

※ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

法人営業施設 

居宅介護支援事業                （１ヶ所） 

通所介護・介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業  （１ヶ所） 

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護事業 （１ヶ所） 

訪問介護・介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業  （１ヶ所） 

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業 （１ヶ所） 

小規模多機能型居宅支援介護・介護予防小規模多機能型居宅支援介護事業   （１ヶ所） 

住宅型有料老人ホーム事業            （１ヶ所） 

   

（２）事業所の窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日から日曜日まで 

営業時間 ２４時間 

 

（３）事業所の勤務体制 

職 種 業 務 内 容 勤務形態・人数 

管理者 
・従業者と業務の管理を行います。 

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要

常 勤 １人 

 



 2 

な指揮命令を行います。 

サービス 

提供責任者 

・訪問介護計画(介護予防・日常生活支援総合事

業第１号訪問介護計画)（以下「訪問介護計画

等」という。）を作成し、利用者へ説明し、

同意を得ます。 

・サービス担当者会議への出席等により居宅介

護事業者と連携を図ります。 

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向

を定期的に把握します。 

・訪問介護員の業務の実施状況を把握します。 

・訪問介護員に対する研修、技術指導を行いま

す。 

常 勤 ２人 

訪問介護員 

を兼務 

訪問介護員 
訪問介護計画等に基づき、訪問介護のサービ

スを提供します。 

常勤１０人以上 

非常勤１人以上 

 

３．サービス内容 

身体介護 

利用者の身体に直接接触して介助するサービス、利用者の

日常生活動作能力や意欲の向上のための利用者とともに行う

自立支援のためのサービスを行います。 

（排泄介助、食事介助、清拭、入浴介助、体位変換、服薬介

助、通院・外出介助） 

生活援助 

家事を行うことが困難な場合に、利用者に対して、家事の

援助を行います。 

（調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受け取り、衣類の整理） 

その他のサービス 介護相談等行います。 

 

４．利用料金、その他の費用の額 

（１）訪問介護の利用料 

 ア 基本利用料 

   利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として別の

介護保険負担割合証に記載された額です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサ

ービス利用は全額負担となります。 

区分 １回当たりの所要時間 基本利用料 利用者負担額 

身体

介護 

２０分未満   １，６３０円    １６３円 

２０分以上３０分未満   ２，４４０円    ２４４円 

３０分以上１時間未満   ３，８７０円    ３８７円 

１時間以上１時間３０分未満   ５，６７０円    ５６７円 

１時間３０分以上（３０分増す

ごとに加算） 
８２０円を加算 ８２円を加算 

引き続き生活援助を算定する場合 

（２５分増すごとに加算） 
６５０円を加算 ６５円を加算 

生活 ２０分以上４５分未満   １，７９０円    １７９円 
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援助 ４５分以上   ２，２００円    ２２０円 

  ※ 上記利用者負担額には、１割負担の場合の額が明記されています。 

※ 利用者の心身の状況等により、１人の訪問介護員によるサービス提供が困難であ

ると認められる場合で、利用者の同意を得て、２人の訪問介護員によるサービス提

供を行った場合、基本利用料の２倍の料金となります。 

  ※ １回当たりの所要時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、訪問介護

計画に明示された標準の所要時間によるものとします。 

  ※ 事業所と同一建物又は隣接する敷地内の建物に居住する利用者に訪問する場合の

負担額は、上記より１２％減額した金額となります。 

 

 イ 加算 

   要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。 

 ①サービスの実施による加算 

加算の種類 要件 利用料 利用者負担額 

●夜間・早朝 

加算 

夜間(１８時～２２時)、早朝(６時

～８時)にサービスを提供した場合 

１回につき 

基本利用料の２５％ 

深夜加算 
深夜（２２時～翌朝６時）にサービ

スを提供した場合 

１回につき 

基本利用料の５０％ 

緊急時訪問 

介護加算 

利用者や家族等からの要請を受け、

緊急に身体介護サービスを行った

場合 

１回につき 

１，０００円 

 

１００円 

● 初回加算 

新規に訪問介護計画を作成した利

用者に、サービス提供責任者が自ら

訪問介護を行うか他の訪問介護員

に同行した場合 

１月につき 

２，０００円 

 

２００円 

 

 ②加算の基準に適合していると県に届け出ている加算 

加算の種類 要件 利用料 利用者負担額 

●特定事業所 

加算Ⅰ 

加算の体制要件、介護福祉士の人

材要件、重度要介護者等対応要件

を満たす場合 

１月につき 

基本利用料の２０％ 

特定事業所 

加算Ⅱ 

加算の体制要件、介護福祉士の人

材要件を満たす場合 

１月につき 

基本利用料の１０％ 

特定事業所 

加算Ⅲ 

加算の体制要件、中重度要介護者

等対応要件を満たす場合 

１月につき 

基本利用料の１０％ 

特定事業所 

加算Ⅳ 

加算の体制要件、人材要件を満た

す場合 

１月につき 

基本利用料の３％ 

特定事業所 

加算Ⅴ 

加算の体制要件（中山間地域の方

にサービスの提供）を満たす場合 

１月につき 

基本利用料の３％ 
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※ 事業所として、現在算定する加算は●部分です。 

 

③介護職員等処遇改善加算 

加算の種類 要件 利用料 利用者負担額 

●介護職員等

処遇改善加算

Ⅰ 

Ⅱの要件に加え、経験技能のある

介護職員を事業所内で一定割合以

上配置していること。 

１月につき 

基本利用料の２４．５％ 

介護職員等処

遇改善加算Ⅱ 

Ⅲの要件に加え、改善後の賃金年

額４４０万円以上が１人以上、職

場環境の更なる改善と見える化を

行っていること。 

１月につき 

基本利用料の２２．４％ 

介護職員等処

遇改善加算Ⅲ 

Ⅳの要件に加え、資格や勤続年数

などに応じた昇給の仕組みの整備

がされていること。 

１月につき 

基本利用料の１８．２％ 

介護職員等処

遇改善加算Ⅳ 

職場環境の改善賃金体系等の整備

及び研修の実施等を行った場合 

１月につき 

基本利用料の１４．５％ 

※ 事業所として、現在算定する加算は●部分です。 

 

（２）介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業の利用料 

 ア 基本利用料 

   利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として別の

介護保険負担割合証に記載された額です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサ

ービス利用は全額負担となります。 

区分 サービス内容 基本利用料 利用者負担額 

訪問型 

サービスⅠ 

１週間に１回程度の頻度で必

要とされた場合 

１月につき 

 １１，７６０円 

 

 １，１７６円 

訪問型 

サービスⅡ 

１週間に２回程度の頻度で必

要とされた場合 

１月につき 

 ２３，４９０円 

 

 ２，３４９円 

訪問型 

サービスⅢ 

１週間に３回程度の頻度で必

要とされた場合 

１月につき 

 ３７，２７０円 

 

 ３，７２７円 

※ 上記利用者負担額には、１割負担の場合の額が明記されています。 

※ 事業所と同一建物又は隣接する敷地内の建物に居住する利用者に訪問する場合の負

担額は、上記より１２％減額した金額となります。 

 

 イ 加算 

   要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。 

 ①サービスの実施による加算 

加算の種類 要件 利用料 利用者負担額 
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● 初回加算 

新規に訪問介護計画を作成した利

用者に、サービス提供責任者が自

ら訪問介護を行うか、他の訪問介

護員に同行した場合 

１月につき 

２，０００円 

 

２００円 

  

②介護職員等処遇改善加算 

加算の種類 要件 利用料 利用者負担額 

●介護職員等

処遇改善加算

Ⅰ 

Ⅱの要件に加え、経験技能のある

介護職員を事業所内で一定割合以

上配置していること。 

１月につき 

基本利用料の２４．５％ 

介護職員等処

遇改善加算Ⅱ 

Ⅲの要件に加え、改善後の賃金年

額４４０万円以上が１人以上、職

場環境の更なる改善と見える化を

行っていること。 

１月につき 

基本利用料の２２．４％ 

介護職員等処

遇改善加算Ⅲ 

Ⅳの要件に加え、資格や勤続年数

などに応じた昇給の仕組みの整備

がされていること。 

１月につき 

基本利用料の１８．２％ 

介護職員等処

遇改善加算Ⅳ 

職場環境の改善賃金体系等の整備

及び研修の実施等を行った場合 

１月につき 

基本利用料の１４．５％ 

※ 事業所として、現在算定する加算は●部分です。 

  

（３）交通費 

   通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域にお住まいの方は、ご相談下さい。 

 

（４）その他 

   ① 利用者の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費

用は利用者のご負担となります。 

② 通院、外出介助での訪問介護員の公共交通機関等の交通費は、実費相当を請求

します。 

 

５．利用者負担額、その他の費用の請求及び支払方法 

（１）請求方法  

毎月月末締めとし、当月の料金の合計額の請求書に明細を付けて、毎月１０日ま

でに送付いたします。 

（２）支払い方法 

    事業者の指定する銀行に、入居者名義の普通預金口座を設け、その口座から毎月

１５日に前月請求分を自動振替によりお支払いいただきます。 

 ※ 金融機関の都合上、上記の日にちで自動振替ができない場合があります。 

 

６. 緊急時の対応方法 

サービスの提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要があった場合は、
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速やかに主治医または協力医療機関に連絡等をとるなど必要な措置を講じるとともに、家

族、介護支援専門員等へ連絡をいたします。 

主治医 

医療機関名  

主治医氏名  

連絡先  

緊急時 希望医療機関  

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（続柄）  

連絡先  

居宅支援 

事業所 

ケアマネージャ

ー 

 

連絡先  

 

７．身体拘束の防止対策 

（１）身体拘束の防止に備えて身体拘束防止計画等を作成し、身体拘束防止対策の責任

者・相談窓口を決め、年４回以上の委員会、適宜研修を実施します。 

（２）原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束しま

す。 

ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には、事前に利用

者及びその家族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

８．虐待の防止対策 

虐待の防止に備えて虐待防止計画等を作成し、虐待防止対策の責任者・相談窓口を決

め、年４回以上の委員会、適宜研修を実施します。 

 

９．ハラスメント防止対策 

ハラスメントの防止に備えてハラスメント防止計画を作成し、ハラスメント防止対策の

責任者・相談窓口を決め、年２回以上の委員会、適宜研修を実施します。 

 

１０．非常災害対策 

非常災害に備えて業務継続計画等を作成し、防火管理者または防災等についての責任者

を決め、年２回以上の委員会・訓練を実施します。 

 

１１．感染症対策 

感染症の流行に備えて業務継続計画等を作成し、感染対策についての責任者を決め、年

２回以上の委員会・訓練を実施します。 

 

１２．事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合は、ご家族、関係医療機関、居宅介護支援事業

者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償い

たします。なお、事業者は以下の損害賠償保険に加入しています。 
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保険会社名：東京海上日動 

保 険 名：事業活動包括保険 

 

１３．秘密保持 

（１）従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員であ

る期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者

との雇用契約の内容とします。 

（２）利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の

個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で

同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

（３）利用者またはその家族の個人情報について、「個人情報にかかる方針」及び厚生労

働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めます。 

 

１４．苦情相談窓口 

① 事業所苦情相談窓口 

担  当 

電話番号 

受付時間 

受 付 日 

管理者 永峯 喜代江 

０２４２－３８－１５２０  

午前９時から午後６時まで 

月曜日から日曜日まで 

 

②その他苦情・相談 

市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。 

福島県運営適正化委員会 ０２４－５２３－２９４３ 

福島県国民健康保険団体連合会介護保険課 ０２４－５２８－００４０ 

市町村介護担当係  

 

１５．サービスの利用に当たっての留意事項 

   サービスのご利用に当たってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）訪問介護員はサービス提供の際、次の業務を行うことができません。 

① 医療行為 

② 利用者もしくはその家族等からの金銭または高価な物品の授受 

③ 利用者の家族等に対する訪問介護サービスの提供 

④ 飲酒及び利用者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

⑤ 利用者もしくはその家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動 

⑥ その他利用者もしくはその家族等に行なう迷惑行為 

（２）金品や飲食物の提供などはお断りいたします。 

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早

めに担当の介護支援専門員（または地域包括支援センター）または当事業所の担当者

へご連絡ください。 

（４）利用者が訪問介護員に対して介護現場ハラスメント対応マニュアルに定義するカス

タマーハラスメント並びにセクシャルハラスメントを行った場合については、マニュ

アルに沿って対応をさせて頂き、その状態が改善されない場合は利用解約の解除等を
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講じる場合があります。 

 

１６．提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

 

実施の有無 なし 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  
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令和  年  月  日 

 

 

 訪問介護、日常生活支援総合事業第１号訪問事業のサービス提供開始に当たり、利用者

に対して、契約書及び重要な事項を説明交付しました。 

 

【事 業 者】 

   

所 在 地   会津若松市石堂町６番３０号 

事業所名   特定非営利活動法人 こころのさと 

代表者名   理事長  永 峯  喜 代 江  

    担当事業所 

所 在 地   会津若松市門田町大字黒岩字石高１９４番地の２ 

事業所名   総合福祉 スピリチュアルヴィレッジ 

ヘルパー こころのさと 

事業所番号  ０７７０２０１５９８ 

説 明 者   永 峯  喜 代 江 

 

  

私は、契約書及び本書面により、事業者から重要な事項の説明を受け、サービスの提供

開始について同意しました。 

 

 

【利 用 者】 

 

         住 所                        

 

         氏 名                                            

 

【代 理 人】 

         

         住 所                        

 

         氏 名                                            

           （利用者との関係：             ） 

 


